
生活クラブ生活協同組合・ 
店舗（デポー）定型約款

生活クラブ生活協同組合（東京）
23区南生活クラブ生活協同組合
北東京生活クラブ生活協同組合 
多摩きた生活クラブ生活協同組合
多摩南生活クラブ生活協同組合

【目的・適用】
第１条
この約款は生活クラブ生活協同組合・東京（以下、
「生協」といいます）の店舗事業の利用に関するルー
ルを定めます。
【店舗事業の内容】
第２条
生協は、利用者（次条により利用登録を行なった利
用者名義者）に対して、店頭での販売並びにカタロ
グ及び注文書（以下、カタログ等といいます）を配
布し、事前に注文いただいた品物を店舗で受け渡し
します。

事の次、かほの業事配宅るめ定に項前、は者用利 ⒉
項のために宅配事業の仕組みを利用することがで
きます。

住、業事祉福、業事ーギルネエ、済共（業事種各 ①
宅等）に関する紹介依頼（生協は依頼を受けた事
業に関する資料をお届けします）。

額金るす資増にもとと金代の等物品は協生（資増 ②
を受領し、出資金に充当します）。

。読購の』治自と活生『誌報情関機刊月 ③
たのしうど員合組（」度制いあけすたロコッエ「 ④

すけあいと地域福祉推進のための制度）の利用。
か預を額金募にもとと金代の等物品は協生（金募 ⑤

り、あらかじめご案内した募金先にお渡しします）。
のこ、はていつに領受の銭金る係に⑤～②の項前 ⒊

。すまりよにろことるめ定の下以条21第の 約
テ、争紛域地・争戦、故事、候天悪の度極、害災 ⒋

ロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、
行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により
店舗事業の全部又は一部の提供を停止することが
あります。店舗事業の提供の停止について、生協
は責任を負わないものとします。

【利用登録】
第３条
組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行な
うことで、前条に定める宅配事業を利用することが
できます。その際、原則として品物等の代金及び手
数料その他（以下、「代金等」といいます）の引落
しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要で
す。

法、は合場るす望希を用利の業事舗店が者年成未 ⒉
定代理人の同意を得て利用登録を行なうことがで
き、以後の商品品物についても、法律が禁止する
場合を除き、法定代理人の同意をえているものと
みなします。また、高齢者が店舗事業の利用を希
望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、店
舗事業の円滑な提供に支障がないかを検討させて
いただく場合があります。

登用利はに合場の次、ずらわかかに定規の項2前 ⒊
録をお断りすることがあります。

払支の等額金用利に去過が族家ごは又人本員合組 ①
いを怠ったことがある場合など、代金のお支払い
に不安がある場合。

に件条用利の業事舗店の協生るめ定に等款約のこ ②
合わず、円滑な利用が困難と想定される場合。

そ、合場い多がルブラトのと協生どな求要な剰過 ③
の他店舗事業の円滑な提供に支障が想定される場

合。
組、で上た得を可許の庁政行、は協生、合場の次 ⒋

合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがっ
て利用登録を受け付けることにより、前条に定め
る店舗事業を利用させることができます。その際、
利用者は代金等の支払い方法について生協との協
議の上定め、必要な対応を行なうものとします。

者置設の設施祉福会社・設施療医・設施化文育教 ①
が施設利用者への提供に必要な物品を購入する場
合。

の間期定一らか生発害災、が者難避のらか地災被 ②
間、生活に必要な物品を購入する場合。

承の人義名座口、はてったあに録登用利の者用利 ⒌
諾を得るものとします。この場合、名義人からの
意義については、利用登録を行なった者が責任を
持って対応します。

、スレドアルーメにジーペBEWの定所は者用利 ⒍
パスワード等の必要事項を入力し、送信すること
により、インターネット注文システムを利用する
ことができます。インターネット注文システムの
利用に関わるルールは、この約款のほか、「特定
商取引法に基づく表記について」の定めるところ
によります。

つに者用利な要必が録登の座口の関機融金等行銀 ⒎
き、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場
合の扱いについては、この約款の規定にかかわら
ず、別途定めるところによります。

振・号番話電・先け届お・所住・名氏、は者用利 ⒏
替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更す
る必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に
届け出るものとします。

【品物の注文】
第４条
品物の予約注文をいただいた場合は、店舗での注文
書の提出の時点で生協が注文を承諾したものとし、
売買契約が成立します。

提が書文注たれさ入記はたま字印が前名の者用利 ⒉
出された場合は利用者本人によるちゅうもんが
あったとみなします。

【利用制限】
第５条
転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした品物の購
入はできません。

断判が協生とるえ超を度限用利ので庭家な的般一 ⒉
した場合は、生協から電話等による確認、数量減
等の要請、注文時の支払いの要請、売買契約の排
除などの対応を行なう場合があります。

【利用停止・登録解除】
第６条
「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを
意味します。
①利用停止
デポーカードの利用を停止したとき。
②登録解除
店舗事業の利用停止を抹消すること。

者用利るす望希を除解録登や止停用利の業事配宅 ⒉
は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従っ
て利用停止や登録解除を行ないます。組合員が生
協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申
し出に従って登録解除を行ないます。

もてくなが出し申おのらか者用利、はに合場の次 ⒊
生協側から利用停止や登録解除を行なう場合があ
ります。これに加えて、生協が必要と認めるとき
は、既に受けた注文に関して売買契約を解除する
場合もあります。

等物品たしと的目を為行商、れ入質、貸賃、売転 ①
の購入を行なっていたことが判明した場合。

行を為行品返に量大てし返り繰くな由理な的理合 ②
なった場合。

し関に等額金・量数・類種の等物品、らか者用利 ③

て適当でない注文が行なわれている等の理由に基
づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお
申し出があった場合。

か人義名座口に合場るな異が人義名座口と者用利 ④
ら引落し停止の申し出があり、利用者に連絡して
も登録口座やお支払い方法を変更いただけなかっ
た場合。

たし当該に条41第りよにい払未の等金代の等物品 ⑤
場合。

業事舗店他のそ、合場るす当該に号各項3第条3第 ⑥
の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた
場合。

たっなこおを録登用利ていづ基に号1項4第条3第 ⒋
利用者に関して、次に揚げる事態が生じた場合、
生協は直ちに登録解除を行ないます。この場合、
生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除
することができ、併せて、当該利用者の生協に対
する債務に関し、期限の利益を喪失したものとし
て直ちに全ての債務の履行を請求できるものとし
ます。

場たし当該に条41第りよにい払未の等金代等物品 ①
合。

じ生が項事るす難困を行履の約契人個は又画計本 ②
た場合。

。合場たっあが為行信背の他のそ欺詐るす対に協生 ③
【品物等のお届け】
第７条
注文を受けた品物等の受け渡しは、店頭での受け渡
しとなります。

品に時たし領受が者用利各、はし渡け受ので頭店 ⒉
物等の引き渡しを完了し、所有権を移転するもの
とします。

届おてに便配宅に等グロタカ、ずらわかかに項前 ⒊
けする旨を記載した品物等については、外部業者
の宅配便により配達します。その場合は、各利用
者が受領した時に品物等の引き渡しを完了し、所
有権を移転するものとします。

【配達明細書及び請求書】
第８条
生協は、注文を受けた品物等の受け渡しを併せて明
細書をお渡しします。店舗事業のご利用明細（以下、
「請求書」といいます）は月1回、生協が年度ごとに
定めた期間の請求額をまとめて発行します。（請求
書の発行が必要ないと申請があった場合は請求書の
発行はしないものとします。）
【品物等のお届けができない場合】
第９条
災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、
争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政
庁の処分・指導等の措置、輸出入の再の港湾作業の
遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量
不足、注文の著しい増加、その他の事由によって注
文通りの品物の受け渡しができない場合があります。

届おや日け届お、りよに断判の協生、合場の項前 ⒉
け方法の変更、お届けの中止、お届けの分量の削
減、生協の定めたルールによる代替品の提供によっ
て対応する場合があります。これからの事情につ
いては、原則として配達明細書、電話、電子メー
ル等の電磁的方法によりお知らせするものとし、
代金等の返金等が発生する場合は、原則として代
金からの減額により行ないます。

ごに前事ていつに供提の品替代、ちうの応対項前 ⒊
同意いただいてない場合、利用者は、生協による
代替品の提供からその都度生協が定める期間以内
に代替品を返品することができます。この場合、
注文した品物は提供できなかったものとして、原
則として代金からの減額により代金等の返金等を
行ないます。

2前てしを則原は協生、ていつに応対るよに項3前 ⒋
項に定める返金等の他に責任を負わないものとし

デポー

ます。
【品物等に問題がある場合】
第10条
お届けした品物等に問題がある場合、注文と相違し
ている場合、カタログ等と相違している場合には、
交換または返品によって対応します。返品の場合は、
原則として代金からの減額により代金等の返金等を
行ないます。

どな品用月正・スマスリク、もで合場の外以項前 ⒉
特定の時期に届かなければ著しく価格が低下する
品物等について、納品が予定の次期より遅れた場
合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの
ご連絡に沿って返品を行なうことによって、原則
として代金からの減額により代金等の返金等を受
けることができます。

よに等物品、は協生、ていつに応対るよに項2前 ⒊
り利用者に直接発生した損害がある場合を除き、
前2項に定める返金等の他に責任を負わないもの
とします。

【利用者のご都合による返金】
第11条
前条に定める場合を除き、原則として品物等を返品
することができません。

品返はていつに物品の部一、ずら係にめ定の条前 ⒉
が可能です。その対象品目と返品方法は、カタロ
グ上でご案内します。

、もてっあで合場いなきでが品返ばれよに項2前 ⒊
やむを得ない事情があると生協が認めたときには、
返品を受け付ける場合があります。

てしと則原、合場たけ付け受を品返りよに項3前 ⒋
代金等からの減額により代金等の返金等を行ない
ます。

【店舗事業における利用者へのポイント付与】
第12条
生協は、店舗事業のレジ利用に応じ利用者に対して
ポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールに
したがってこれを利用することができます。

め定に別はルールるす関に用利と与付のトンイポ ⒉
ます。

【ご請求金額に対する疑義等】
第13条
請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期
限までに支払いができない場合には、利用者はあら
かじめ生協に連絡し、支払い方法等を含む以後の対
応について協議するものとします。
【利用代金・手数料等の支払方法】
第14条
代金等の支払い方法については、原則として、次の
中から利用者と生協が協議して定めます。

し落引と限期象対（しと落き引らか座口の等行銀 ①
日は年度ごとに生協が別途定める）。

場たし定指が協生他のそアトス・スンエニビンコ ②
所、またはゆうちょ銀行払込票での払込（対象期
限と引落日は年度ごとに生協が別途定める）。

）く除はい払支の資増（い払支ので金現でジレの舗店 ③
ていづ基に号1第項4第条3第、ずらわかかに項前 ⒉

利用登録を行なった利用者については、生協との
協議により、1ヵ月分の代金等を銀行等に設けた
生協の口座に振り込む方法により支払うことがで
きます。

う払支を等金代りよにし落引のらか座口の等行銀 ⒊
場合、予定の日に引落しができなかったときには、
翌月の請求に加算してお支払いいただきます。

ので等アトス・スンエニビンコたし付を限期払支 ⒋
支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票により代金
等を支払う場合、支払期限までに払込みできなかっ
たときは、翌月の同票に加算してお支払いいただ
きます。

【代金等の未払いへの対応】
第15条
前条第3項による加算請求の引落しができなかった
場合、または前条第4項による支払期限までに加算
代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次
の対応をさせていただきます。第3条4項第1号に基
づいて利用登録を行なった利用者が、前条第2項に
より生協との間で確認した支払期日までに代金等を
支払わなかった場合も同様とします。

止中を達配の物品、付受の文注、布配のグロタカ ①
します。

べす、てしとのもたし失喪を益利の限期は者用利 ②
ての代金等について直ちに支払いを請求します。

で等アトス・スンエニビンコたし付を限期い払支 ③
の支払用紙、またはゆうちょ銀行払込票を送付し
ます。

ていつに用費たし担負が協生てし関に応対の後以 ④
は、実費用相当を申し受けます。

【支払計画書及び誓約書】
第16条
前条第3号の支払期限までに代金等のお支払いをい
ただけなかった場合、生協はその方（以下、「債務者」
といいます）に対して、生協が定めた様式による支
払計画書および誓約書の提出を請求することができ

日01らか求請は者務債、合場たっあが求請の項前 ⒉
以内（請求時に別に定めた期限があればその期限
内に）支払計画書および誓約書を提出しなければ
ならない。

書約誓びよお書画計払支にでま限期るめ定に項前 ⒊
が提出されなかった場合、または提出された支払
計画書に基づく支払いが行なわれないなど将来に
わたって代金等の支払いが望めないと認められる
場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債
権の回収委託等を行なう場合があります。

【連帯保証人】
第17条
生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払
計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連
帯保証人を立てるように求めることができる。
【支払期限】
第18条
支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則とし
て第13条1項に定める本来の支払予定日（法人利用
に関して、同条第2項に基づき生協と協議して定め
た別の支払予定日があればその日、以下同じ）から
3ヵ月以内とします。

者務債は用費る係に済弁の務債るよに書画計払支 ⒉
が負担するものとします。

【債務者の出資金に関する特則】
第19条
債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して
出資口数の減少を要請することができます。債務者
が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、
債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協
の債務責任者に対する債権を相殺することができま
す。
【協議解決】
第20条
本約款および関連する規定等に関し、適用上の疑義
が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じ
た場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合
い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとし
ます。
【管轄裁判所】
第21条
利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、
生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所
または簡易裁判所を第1審の専門的合意管轄裁判所
とします。

【本規約の変更】
第22条
生協は、店舗事業の充実・合理化、利用者の便宜向
上、社会情勢の変化への対応、その他店舗事業お円
滑な実施のため必要がある場合に本約款を変更する
ことができます。

更変、旨るす更変を款約本、は協生、合場の項前 ⒉
後の本約款の内容および変更の効力発生日につい
て、変更の効力発生日までの間に次に定める方法
を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

示掲ので舗店 ①
法方的磁電の等信送のルーメ子電 ②

示掲のへトイサBEW ③
適るめ定が協生の他のそ法方の告公るめ定に款定 ④

切な方法

【付則】
。すまし行施りよ日13月3年0202は款約当 ⒈


